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地
域
の
自
主
性
及
び
自
立
性
を
高
め
る
た
め
の
改
革
の
推
進
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
の
施

行
に
伴
う
経
過
措
置
に
関
す
る
政
令
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

御

名

御

璽

平
成
二
十
八
年
十
一
月
七
日

内
閣
総
理
大
臣

安
倍

晋
三

政
令
第
三
百
四
十
四
号

地
域
の
自
主
性
及
び
自
立
性
を
高
め
る
た
め
の
改
革
の
推
進
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律

の
施
行
に
伴
う
経
過
措
置
に
関
す
る
政
令

内
閣
は
、
地
域
の
自
主
性
及
び
自
立
性
を
高
め
る
た
め
の
改
革
の
推
進
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る

法
律
（
平
成
二
十
八
年
法
律
第
四
十
七
号
）
附
則
第
九
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

１

地
域
の
自
主
性
及
び
自
立
性
を
高
め
る
た
め
の
改
革
の
推
進
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
第

九
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
食
鳥
処
理
の
事
業
の
規
制
及
び
食
鳥
検
査
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
年
法
律
第
七
十

号
。
以
下
「
旧
食
鳥
処
理
法
」
と
い
う
。）第
二
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
検
査
機
関
が
作
成
す
る
平
成
二
十

九
年
度
に
係
る
事
業
計
画
及
び
収
支
予
算
に
つ
い
て
は
、
旧
食
鳥
処
理
法
第
二
十
九
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定

は
、
適
用
し
な
い
。

２

旧
食
鳥
処
理
法
第
二
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
検
査
機
関
の
平
成
二
十
八
年
度
に
係
る
事
業
報
告
書
及
び

収
支
決
算
書
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附

則

こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
項
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す

る
。
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